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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一つ以上の電気補助装置と、パワーエレクトロニクス装置および高電圧トラクション電
圧ＤＣリンクを介して前記電気補助装置に電力を供給するための発電機として作動可能な
電気機械を駆動する燃焼機関と、故障状態においてリレーを開いて前記高電圧トラクショ
ン電圧ＤＣリンクから遮断される、前記リレーを介して高電圧トラクション電圧ＤＣリン
クに連結される高電圧バッテリパックとから成るハイブリッド車両電気装置を制御するた
めの方法において、前記方法は、
　－前記高電圧バッテリパックが前記高電圧トラクション電圧ＤＣリンクに接続され、か
つ前記高電圧バッテリパックが前記電気補助装置に電力を供給している第１駆動モードで
前記車両を駆動するステップと、
　－前記高電圧バッテリパックを遮断しなければならない第１指示を受信し、かつ前記車
両が、所定車両条件にある第２指示を受信すると、その後、前記電気機械から前記高電圧
トラクション電圧ＤＣリンクまたは前記高電圧トラクション電圧ＤＣリンクから前記電気
機械への電力供給を停止するために前記パワーエレクトロニクス装置を止めるステップと
、そして
　－前記リレーを開くことで前記高電圧バッテリパックを前記高電圧トラクション電圧Ｄ
Ｃリンクから遮断するステップと、
　－電気機械を永久磁石電気モータとして提供するステップと、
　－前記パワーエレクトロニクス装置を止めるステップを遂行し、前記車両が、所定車両
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条件にある第２指示を受信し前記高電圧バッテリパックを遮断するステップであり、前記
所定車両条件は、前記燃焼機関が作動状態であり、かつ前記電気補助装置が前記高電圧バ
ッテリパックから一時的に切断されていることを確保した状態である前記高電圧バッテリ
パックを遮断するステップと、
　－前記高電圧バッテリパックを遮断するステップの後、前記電気補助装置の作動を再開
するために、前記電気機械が回転するとともに前記パワーエレクトロニクス装置を介して
前記高電圧トラクション電圧ＤＣリンクへ電力を供給する限りは、前記パワーエレクトロ
ニクス装置を稼働するとともに前記パワーエレクトロニクス装置の出力電圧を所定レベル
まで制御するステップと、
　を含み、
　前記高電圧バッテリパックが前記高電圧トラクション電圧ＤＣリンクから遮断される前
に、前記電気補助装置を停止することを特徴とする、ハイブリッド車両電気装置を制御す
るための方法。
【請求項２】
　前記電気補助装置は、１２Ｖ／２４ＶまでのＤＣ／ＤＣコンバータ、電気式パワーステ
アリング、電気エアコンプレッサ、電気空調装置または電気コンプレッサの少なくとも一
つであることを特徴とする、請求項１に記載のハイブリッド車両電気装置を制御するため
の方法。
【請求項３】
　前記電気機械は、前記ステップすべての間に前記燃焼機関によって回転することを特徴
とする、請求項１又は２に記載のハイブリッド車両電気装置を制御するための方法。
【請求項４】
　前記第１指示は、前記高電圧バッテリパックがその作動温度範囲外であることから成る
ことを特徴とする、請求項１乃至３のいずれかに記載のハイブリッド車両電気装置を制御
するための方法。
【請求項５】
　前記温度範囲は、０℃から５０℃であることを特徴とする、請求項４に記載のハイブリ
ッド車両電気装置を制御するための方法。
【請求項６】
　前記第１指示は、前記高電圧バッテリパックがそのバッテリ寿命が短くなっている状態
であるため、遮断しなければならないことを示すことを特徴とする、請求項１乃至５のい
ずれかに記載のハイブリッド車両電気装置を制御するための方法。
【請求項７】
　前記第１指示は、周囲温度が所定温度範囲外であることから成ることを特徴とする、請
求項１乃至６のいずれかに記載のハイブリッド車両電気装置を制御するための方法。
【請求項８】
　前記温度範囲は、－２０℃から４０℃であることから成ることを特徴とする、請求項７
に記載のハイブリッド車両電気装置を制御するための方法。
【請求項９】
　前記第１指示は、前記高電圧バッテリパックが故障していることから成ることを特徴と
する、請求項１乃至８のいずれかに記載のハイブリッド車両電気装置を制御するための方
法。
【請求項１０】
　前記第１指示は、前記高電圧トラクション電圧が所定電圧レベルを上回っていることか
ら成ることを特徴とする、請求項１乃至９のいずれかに記載のハイブリッド車両電気装置
を制御するための方法。
【請求項１１】
　請求項１乃至１０のいずれかに記載の方法を実施するための制御方法を含む、車両。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、ハイブリッド電気車両におけるバッテリを遮断するための方法と、さらにそ
のような方法を実行するためのコンピュータプログラムおよびコンピュータプログラム製
品とに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　パラレルハイブリッド電気車両（パラレルＨＥＶ）構造は、エンジン、例えば、内燃機
関（ＩＣＥ）と、ＩＣＥと共に必要な車輪トルクを提供し車両を駆動する電気機械とを有
する。さらに、パラレルＨＥＶ構造では、電気機械は、発電機として使用され、ＩＣＥに
よって生成される動力からバッテリパックを充電することができる。ＨＥＶは、通常ＩＣ
Ｅおよび駆動車輪間のギア比を変更可能にするために、ＩＣＥと車両の駆動車輪との間に
、および大半の場合は電気機械と駆動車輪との間にも変速機を備えている。
【０００３】
　燃焼機関および電気駆動装置を備えているハイブリッド電気パワートレインから成るパ
ラレルＨＥＶでは、電気駆動装置用エネルギ貯蔵システム（ＥＳＳ）は不可欠である。エ
ネルギ貯蔵システムを充電するトラクション電圧オルタネータのみならず、エネルギがＥ
ＳＳから取り込まれる一方車両の推進力において少なくとも内燃機関を支援する電気モー
タとして電気機械を使用できるよう、ＥＳＳはエネルギバッファとして機能する。ハイブ
リッド電気装置は、トラクション電圧レベルで作動する。そのトラクション電圧レベルは
、ハイブリッド電気パワートレインコンポーネントおよびハイブリッド電気装置のデザイ
ンに応じて標準２００Ｖから９５０Ｖであってもよい。
【０００４】
　パラレルＨＥＶにおけるトラクション電圧は、電気機械を介して車両に動力を供給する
のに使用されるだけでなく、電気補助装置に電力を供給するのにも使用され、電気補助装
置の中には、車両の機能に不可欠なものがある。トラクション電圧から電力を供給される
重要な電気補助装置の代表としては、オルタネータの故障時またはオルタネータの能力が
不十分な時に使用される低電圧ＤＣ／ＤＣコンバータ、パワートレインによって駆動され
る機械的駆動パワーステアリングに代わる電気式パワーステアリング、およびパワートレ
インによって駆動される機械的駆動コンプレッサに代わる電気エアコンプレッサである。
これらの重要な電気補助装置の機能が無くては、車両の駆動が不可能であり、もしくは車
両の走行範囲が極めて限られる。
【０００５】
　ＥＳＳ内のバッテリパックは、通常温度に敏感である。トラクションバッテリの標準温
度作動範囲は、０℃から５０℃であり、この範囲においては好ましい作動範囲を１０℃か
ら４０℃に限定してもよい。車両の標準温度作動範囲は、－４０℃から５０℃である。バ
ッテリ作動範囲外の温度範囲であるが車両作動範囲内の温度範囲では、ハイブリッド車両
電気装置は適切に作動することができない。これは、重要な電気補助装置の電力供給が妨
げられて、車両を駆動できないということである。
【０００６】
　バッテリまたは超コンデンサから成るＥＳＳは、パワートレインに追加される複合電子
コンポーネントである。ＥＳＳはそれ自体において、エネルギ貯蔵、監視、冷却のための
機能を有する電子、電気、化学および／または機械コンポーネントと、遮断コンポーネン
といったコンポーネント一群を含むサブシステムである。追加されるコンポーネントおよ
び機能の数によって故障の危険性が増す結果、ＥＳＳは車両の作動に不可欠であるため、
車両の作動に否定的な影響が及ぶおそれがある。
【０００７】
　パラレルＨＥＶパワートレインでは、作動していない車両の安全を向上するため、トラ
クション電圧ＤＣリンクからＥＳＳを遮断する接触器と合わせてしばしばＥＳＳが設計さ
れる。トラクション電圧ＤＣリンクおよびその接続されたコンポーネントは、電圧源であ
るＥＳＳをトラクション電圧ＤＣリンクに接続した時、大型コンデンサとして作用する。
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ＥＳＳを接続する前にトラクション電圧ＤＣリンクの充電を制御して行うのに、抵抗を有
する事前充電回路を使用することができる。そうでなければ、接続すると同時に、大電流
が接触器を通りトラクション電圧ＤＣリンクへと流れ、接触器が故障する場合がある。事
前充電回路はＥＳＳの一部であるが、ＥＳＳをトラクション電圧ＤＣリンクへ接続する時
にのみ必要である。事前充電の終了後、事前充電回路は、ＥＳＳをトラクション電圧ＤＣ
リンクに次に接続するまでパッシブである。事前充電回路における故障は、ＥＳＳがトラ
クション電圧ＤＣリンクに接続不可能となり、ひいては車両の作動不能につながる。
【０００８】
　バッテリを作動状態に保持するための従来の解決法としては、例えば周囲温度で室内に
駐車することによって、または例えば、バッテリ温度をバッテリ温度限度内に継続的に維
持することが可能なバッテリ冷却装置に外部ヒータを接続することによって、バッテリを
その作動温度範囲内に保持することが知られている。
【０００９】
　従来、特許文献１に開示されているように、バッテリパック（２０）の遮断時のフェイ
ルセーフ・バックアップ・モードを備えているハイブリッド車両が知られている。例えば
過剰温度のためバッテリパックが遮断されると、バッテリから供給される電流は０まで減
少して、電気機械（１８）が始動し、車両の負荷（３８）に電力を供給するための発電機
として機能する。車両は、負荷にも接続されている補助バッテリ（４０）を備えている。
このように、バッテリが遮断され、電気機械が始動し電流を流す場合に、電力の短時間の
遮断があっても、負荷には依然として電流が供給される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】米国特許第８，１２０，２００号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明は、必要時にバッテリを遮断するための改善方法を提供することを目的としてい
る。
【００１２】
　したがって、本発明は、ハイブリッド車両においてバッテリをトラクション電圧ＤＣリ
ンクから遮断するための改善方法を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記問題に対する本発明による解決法は、請求項１の特徴部分に説明している。他の請
求項には、本発明の方法の有利な更なる進展が含まれている。請求項には、そのような方
法を実施するためのコンピュータプログラムおよびコンピュータプログラム製品も含まれ
ている。
【００１４】
　一つ以上の電気補助装置と、パワーエレクトロニクス装置およびトラクション電圧ＤＣ
リンクを介して前記電気補助装置に電力を供給するための発電機として作動可能な電気機
械を駆動する燃焼機関と、故障状態においてリレーを開いて前記高電圧ＤＣリンクから遮
断される、前記リレーを介してトラクション電圧ＤＣリンクに連結される高電圧バッテリ
パックとから成るハイブリッド車両電気装置を制御するための方法において、前記方法は
、
　－前記バッテリパックが前記トラクション電圧ＤＣリンクに接続され、かつ前記バッテ
リパックが前記電気補助装置に電力を供給している第１駆動モードで前記車両を駆動する
ステップと、
　－前記バッテリパックを遮断しなければならない第１指示を受信し、かつ前記車両が所
定車両条件にある第２指示を受信すると、その後
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　－前記電気機械から前記トラクション電圧ＤＣリンクまたは前記トラクション電圧ＤＣ
リンクから前記電気機械への電力供給を停止するために前記パワーエレクトロニクス装置
を止めるステップと、
　－前記リレーを開くことで前記バッテリパックを前記トラクション電圧ＤＣリンクから
遮断するステップと、さらにその後
　－前記電気補助装置の作動を再開するために、前記電気機械が回転するとともに前記パ
ワーエレクトロニクス装置を介して前記トラクション電圧ＤＣリンクへ電力を供給する限
りは、前記パワーエレクトロニクス装置を稼働するとともに前記パワーエレクトロニクス
装置の出力電圧を所定レベルまで制御するステップとを含む。
【００１５】
　本発明の方法のこの第１実施形態によって、電気装置が一つ以上の電気補助装置および
バッテリパックから成る場合のハイブリッド車両において、バッテリパックが制御された
方法で車両のトラクション電圧ＤＣリンクから遮断可能かつバッテリパックが遮断されて
から補助装置の作動を継続可能であるよう、前記方法は、ハイブリッド車両の電気装置を
制御することができる。バッテリパックが遮断されると、補助装置は、発電機として作用
する電気機械によって電力供給される。電気機械は、パワーエレクトロニクス装置の出力
電圧を規定レベルまで制御するよう構成されているパワーエレクトロニクス装置を介して
トラクション電圧ＤＣリンクに接続している。
【００１６】
　特に電気補助装置が高電圧装置であるなら、バッテリパックがトラクション電圧ＤＣリ
ンクから遮断される前に、電気補助装置を止めるのが好ましい。バッテリパックの遮断前
に高電流負荷を停止することで、遮断時のサージ電流を防止するという利点がある。
【００１７】
　バッテリパックの遮断は、バッテリパックを遮断しなければならない指示によって発動
される。このような指示は、例えば、低い外部温度、低過ぎるまたは高過ぎるバッテリ温
度、不具合のあるバッテリ、バッテリの高過ぎる電圧、または不具合のあるバッテリ充電
器であってもよい。さらに、バッテリの遮断は、車両条件の指示によって発動されるのも
好ましい。このような車両条件は、例えば燃焼機関が作動状態および車両が静止状態また
は前方に走行状態であってもよい。
【００１８】
　本発明の方法の進展において、所定の車両条件とは、電気補助装置を一時的に切断可能
であることを確保した状態である。車両内の様々な電気補助装置が一時的に使用されない
ために一時的に切断可能であるよう、車両の制御装置は、これらの電気補助装置を監視す
るようプログラミングすることができる。電気補助装置の電流負荷が、例えば２０Ａまた
は１０Ａに満たないような低い場合、サージ電流は比較的低くなる。これは、電気補助装
置を遮断する前に止める必要がないということである。現行の車両条件および来るべき車
両条件をも判定するために、車両内の様々なセンサを使用することができる。時間間隔は
数秒まで、つまり様々な電気補助装置の一時的な切断中であってもよい。
【００１９】
　様々な電気補助装置の一時的な切断中に、ドライバが、かかる様々な電気補助装置のう
ち一つからの機能性が必要であると示す場合、電気補助装置の作動を再開するために、パ
ワーエレクトロニクス装置の出力電圧を所定レベルまで制御するためバッテリパックを遮
断してからパワーエレクトロニクス装置が再び稼働するまで、電気補助装置の使用を延ば
すよう制御装置をプログラミングすることができる。
【００２０】
　本発明の方法の更なる進展において、電気補助装置は、ＤＣリンク電圧からの１２Ｖ／
２４ＶまでのＤＣ／ＤＣコンバータ、電気式パワーステアリング、電気エアコンプレッサ
、電気空調装置または電気コンプレッサの少なくとも一つである。
【００２１】
　特許文献１の従来技術と比べて本発明は、主要バッテリパックの遮断中に電力を供給す
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るために追加バッテリの必要がないことが利点である。このように、より簡単かつより安
価な解決法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
　添付の図面を参照して、以下に本発明をより詳細に説明する。
【図１】車両装置から成るハイブリッド車両を概略的に示す図である。
【図２】発明方法を概略的に説明するためのフロー図である。
【図３】発明方法を概略的に説明するための他のフロー図である。
【図４】発明方法を概略的に説明するための他のフロー図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下に説明される更なる進展を伴う本発明の実施形態は、単なる例とみなすべきであり
、特許請求の範囲によって提供される保護範囲を決して制限するものではない。
【００２４】
　図１は、パラレルハイブリッド電気車両（パラレルＨＥＶ）１を概略的に示す図であり
、ここでは、配達用トラックとして図示する。ハイブリッド車両は、標準ハイブリッド車
両またはプラグインハイブリッド車両でもよい。バス、ごみ収集車、ホイールローダなど
の他の種類の大型ハイブリッド車両も本発明方法を用いて使用することができる。ハイブ
リッド車両は、燃焼機関２、通常はディーゼルエンジンを備えているが、液化天然ガスや
圧縮天然ガスなど他の種類の燃料ももちろん使用することができる。ハイブリッド車両は
、燃焼機関２に接続されている電気機械３も備えている。電気機械は、機関の近くに配置
されるのが好ましいが、機関から離れて、例えば車両の駆動軸に配置してもよい。電気機
械は、機関およびパワートレインのギアボックス間に統合してもよい。
【００２５】
　電気機械は、車両に動力を供給する電気モータとして使用される駆動モードで使用する
ことができる。駆動モードでは、電気機械は、バッテリ４から電流を受け取る。バッテリ
は、２００Ｖから９５０Ｖの範囲の電圧を有する高電圧バッテリである。バッテリ電圧は
、トラクション電圧ＤＣリンクと称される。ハイブリッド車両の種類に応じて、電気モー
タは、追加の動力が必要な時、例えば始動時、加速時、および上り坂で、燃焼機関に動力
を補完する、もしくは燃焼機関が停止した時に車両全体に動力を供給することができる。
【００２６】
　電気機械は、車両の進行が遅れた時、バッテリへのエネルギを再生するブレーキモード
においても使用することができる。車両の進行が遅れている間に、電気機械は、電気ブレ
ーキとして使用され、エネルギは、バッテリを再充電するのに使用することができる。電
気機械は、車両が燃焼機関によって動力供給される時および電気機械が駆動モードで使用
されない時に、バッテリを充電する標準発電機として使用することもできる。電気機械は
、永久磁石電気モータであってもよい。
【００２７】
　車両は更に、要求加速度、要求速度または要求ブレーキ力など車両制御装置から受信し
た指示に応じてバッテリへの電力フローおよびバッテリからの電力フローを制御するバッ
テリ管理機能から成るパワーエレクトロニクス制御装置５を備えている。パワーエレクト
ロニクス制御装置は、車両における他の電子制御装置（ＥＣＵ）から測定値を収集するこ
とができる測定機能も備えている。ＥＣＵは、ローカルデータバス全体で通信するととも
に、一つ以上の専用ＥＣＵが燃焼機関を制御する、一つのＥＣＵがギアボックスを制御す
る、一つのＥＣＵがライトを制御するようなど車両の様々な機能を制御してもよい。各Ｅ
ＣＵは、データバスを介して測定値を制御装置５へ送信できる。パワーエレクトロニクス
制御装置５は、独立型の装置であっても、別の制御装置と一体化されていてもよい。
【００２８】
　車両は更に、高電圧トラクション電圧ＤＣリンク７によって電力供給される複数の電気
補助装置６を備えている。電気補助装置の例としては、高電圧を１２Ｖまたは２４Ｖまで
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変換するＤＣ／ＤＣコンバータ、電気式パワーステアリング、電気エアコンプレッサ、電
気空調装置または電気コンプレッサなどである。
【００２９】
　電気機械およびそのパワーエレクトロニクスは、パワーエレクトロニクス制御装置を制
御して固定出力電圧をＤＣリンクへ供給することによって、補助装置用動力供給源として
使用することもできる。このように、バッテリが遮断され、かつ機関が作動している時に
ＤＣリンクから補助装置に供給してもよい。パラレルハイブリッドパワートレインにおけ
る電気機械の制御モードは、従来トルク制御であるが、速度制御であってもよい。
【００３０】
　一実施形態では、バッテリ温度は、例えば低温始動時など、バッテリの許容作動範囲外
の時、バッテリは、トラクション電圧ＤＣリンクと接続しない。その代り、電気機械は、
制御され、電圧制御モードつまり燃焼機関が作動するモードで機能し、かつ従来のパワー
トレインを装備している車両を動かし、そして電気機械は、パワーエレクトロニクス制御
装置が出力電圧をトラクション電圧ＤＣリンクの電圧に対して調整する場合に発電機とし
て使用される。電気補助装置に電力供給するために追加の低電圧コンバータの必要がない
ため、これによってあらゆる現行の重要な電気補助装置の作動が促される。さらに、電気
機械は、ＤＣ／ＤＣコンバータを介する１２Ｖまたは２４Ｖのネットワークへの供給を確
保する。このように、１２Ｖまたは２４Ｖの装置に供給する別の低電圧発電機の必要がな
い。
【００３１】
　供給する電圧は、継続的でなくてもよい。これは、短時間の遮断になるおそれがあるた
めである。電気機械が変速機の入力軸と接続する場合、スタートギアを噛み合わせるため
電気機械は停止しなければならない。電気機械がどちらかというと低車速に相当する、あ
る速度に達すると、再び電圧を供給することができる。さらに、変速時は、変速するため
に駆動系は無負荷の状態でなければならず、この短時間に電圧供給が妨げられるおそれが
ある。重要な電気補助装置が短いトラクション電圧降下を処理することができるよう電気
補助装置を設計してもよい、これは、バッテリが作動していなくても車両が駆動可能であ
るということである。
【００３２】
　電気補助装置は、損傷することなく電力不足を処理可能であることが重要である。一つ
の可能性としては、例えばコンデンサなど、数秒の電力不足を許容する小型のエネルギバ
ッファを組み込むことができる。制御されない方法で装置が停止している時の長時間の電
力不足の間は、装置の適切な停止順序が保証できない。小型のエネルギバッファを組み込
むことで、装置の適切な停止順序を保証することができる。適切な停止順序無しで供給電
圧を取り除くことによって装置を停止可能にするよう装置を設計することもできる。
【００３３】
　パワーエレクトロニクス制御装置が、損傷することなく電力不足を処理可能であること
も重要である。パワーエレクトロニクス制御装置は、制御されない方法で停止可能でなけ
ればならず、さらに、トラクション電圧ＤＣリンクに接続しなくても再始動可能でなけれ
ばならない。一つの可能性としては、パワーエレクトロニクス制御装置が低電圧を使用し
て再始動可能であるよう、車両の低電圧装置、つまり２４Ｖ装置にパワーエレクトロニク
ス制御装置を接続することができる。電気機械に直接接続され、その電圧を使用して再始
動する回路を含めることも可能である。例えばコンデンサなど、再始動に十分なエネルギ
を提供する小型のエネルギバッファを組み込むことも可能である。
【００３４】
　本発明の解決法は、必要時にバッテリパックの形式で接続状態のエネルギ貯蔵システム
（ＥＳＳ）の代わりとなるバックアップ機能とみなしてもよい。正常な車両作動状態にお
いては、その機能は通常稼働していない。
【００３５】
　正常な作動状態の間、バッテリ温度およびコンポーネントの状態など様々なパラメータ



(8) JP 6476112 B2 2019.2.27

10

20

30

40

50

を継続的に確認し、電圧制御が稼働しているかどうかを判定する。例えば出力を上げる時
または例えば故障のため遮断する必要がある時など、ＥＳＳが遮断状態のままであること
が必要な場合、電圧制御が稼働する。
【００３６】
　電圧制御において、電気機械からの電圧は、パワーエレクトロニクス制御装置によって
所定電圧レベルまで制御され、トラクション電圧ＤＣリンクへ供給される。所定電圧レベ
ルは、バッテリパックによって供給される電圧と同じであるのが好ましい。つまり、バッ
テリは接続されているが、例えば、周囲温度に応じてこのレベルから幾分変動してもよい
場合のトラクション電圧ＤＣリンクの電圧である。
【００３７】
　電圧制御モードに入る前に、つまりバッテリパックが車両のトラクション電圧ＤＣリン
クから遮断される前に、電気補助装置を停止するのが好ましい。バッテリパック遮断前に
高電流装置を停止すると、遮断中のサージ電流を防止するという利点がある。電気補助装
置が、例えば総電流定格が２０アンペアを下回るもしくは好ましくは１０アンペアを下回
る低出力装置である場合、接続時のサージ電流が比較的低いので、装置を遮断する必要が
ないかもしれない。しかし、すべての補助電気装置を常に停止するのに有利である。
【００３８】
　バッテリパックの遮断は、バッテリパックを遮断しなければならない指示によって発動
される。このような指示は、例えば、低い外部温度、低過ぎるまたは高過ぎるバッテリ温
度、不具合のあるバッテリ、バッテリの高過ぎる電圧、または不具合のあるバッテリ充電
器であってもよい。さらに、バッテリの遮断は、車両条件の指示によって発動されるのも
好ましい。このような車両条件は、例えば燃焼機関が作動状態および車両が静止状態また
は前方に走行状態であってもよい。
【００３９】
　電圧制御により車両は駆動されるが、トラクション電圧供給の能力は幾分制限されても
よい。例えば、電気機械の速度が車両速度に固定的に関係づけられる時およびこの速度が
電気機械を電圧制御で発電機として作動させるのには遅すぎる時の発進または整列時、お
よび変速するためにパワートレインを無負荷状態にしなければならない変速時に、電圧供
給の機能はトラクション電圧供給において停止する場合がある。トラクション電圧供給は
、正常な作動をさせるために、自動ブレーキ装置の介入時または電気推進装置（ＥＰＳ）
の再有効化時にも停止する場合がある。トラクション電圧供給の遮断時、２４Ｖ電源を充
電するＤＣ／ＤＣコンバータも遮断される。しかし、２４Ｖ電圧バッテリは、２４Ｖ電圧
装置に連続電力を供給し続ける。
【００４０】
　電圧制御を稼働するために、パワートレイン制御装置は、パワーエレクトロニクス制御
装置からの電圧制御を要求する。同時に、ディーゼルエンジンおよび変速機は、従来のパ
ワートレインとして作動すること、つまり、機関を停止せず、機関およびクラッチ制御に
よるギアボックスの同期等が求められる。電圧制御が稼働状態の時、ＥＳＳの接続または
再接続の可能性が継続して評価される。接触器の閉鎖を阻止するＥＳＳの故障が何も無い
場合またはＥＳＳの充電または放電の長期的な能力が十分に長い場合は、ＥＳＳの接続ま
たは再接続は通常可能である。
【００４１】
　ＥＳＳを再度接続するために電気補助装置を一時的に切断できることを確保した場合に
、制御システムは、所定車両条件が優先しているかどうかを確認するものも好ましい。こ
のような車両条件は、燃焼機関が作動状態、車両が静止状態、または車両が前方に走行し
ている状態であってもよい。
【００４２】
　ＥＳＳを再接続するのが可能であると制御装置が検知する場合、ＥＰＳコンポーネント
に損傷を与えないようにするため、制御された方法で再接続しなければならない。これに
は、すべてのＥＰＳコンポーネントの無効化およびＥＰＳ装置の新たな起動またはリセッ
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トの実施が含まれる。電圧制御要求が取り消され、パワーエレクトロニクス制御装置、Ｄ
Ｃ／ＤＣコンバータ、およびその他の電気補助装置が無効化される。その後、ＥＳＳは、
事前充電をしてから再接続するよう要求され、これは接触器を閉じることで行われる。そ
の後、パワーエレクトロニクス制御装置、ＤＣ／ＤＣコンバータ、およびその他の電気補
助装置が有効化されてから、制御装置は正常に作動することができる。このような再接続
は、トラクション電圧供給を数秒間中断する。
【００４３】
　故障により制御装置が電圧制御に入る場合、つまり正常な状態に戻るのに再起動または
リセットが必要な時、ＥＳＳは再接続されない。ハイブリッド車両電気装置を制御するた
めの方法のフロー図を概略的に示す図２に、正常な再接続作動の例を示す。方法ステップ
は、コンピュータプログラムおよびコンピュータプログラム製品によって実施され、車両
の電子制御装置において実行されるのが好ましい。
【００４４】
　車両が始動して制御装置が初期化されるステップ１００において、本方法が開始する。
ステップ１１０では、バッテリパックがトラクション電圧ＤＣリンクに接続されている状
態で、車両電気装置は、正常作動状態であるとみなす。故障が発生しない限りは、制御装
置は、正常状態で作動し続ける。
【００４５】
　ステップ１２０において、制御装置は、バッテリパックを遮断するかどうか、もしくは
遮断するならばバッテリパックを遮断し続けておくかどうかを確認する。これらのような
場合、制御装置は、電圧制御モードで作動しなければならない。バッテリパックが機能し
ており、故障が検知されない場合、正常作動状態が続く。
【００４６】
　バッテリパックを遮断する、もしくは遮断しなければならない場合、本方法は、高電圧
電気装置が起動モードであるかどうかを制御装置が確認するステップ１３０を継続する。
高電圧電気装置が起動モードであるなら、本方法はステップ１４０を継続する。ステップ
１４０では、バッテリパックをトラクション電圧ＤＣリンクに接続しない状態で、ステッ
プ１７０の電圧制御モードを要求することによって、電気装置が起動する。
【００４７】
　電気装置が既に作動している場合、本方法は、バッテリパックがトラクション電圧ＤＣ
リンクに接続しているかを制御装置が確認するステップ１５０を継続する。バッテリパッ
クが接続状態の場合、電気推進装置および電気補助装置が停止されてから、リレーを開く
ことによってバッテリパックがトラクション電圧ＤＣリンクから遮断される。その後、ス
テップ１７０において電圧制御モードが要求される。バッテリパックが既に遮断されてい
る場合、ステップ１７０において電圧制御モードが要求される。
【００４８】
　ステップ１７０において、電圧制御モードが要求される。それと同時に、車両には燃焼
機関によってのみ動力が供給され、電気機械は発電機として作動する。
【００４９】
　ステップ１８０において、制御装置は、バッテリパックを再接続可能かどうか確認する
。例えばバッテリパックの低温度により遮断の原因が残っている場合、バッテリパックを
接続することはできず、車両は電圧制御モードで作動し続ける。
【００５０】
　例えばバッテリパックの温度が作動範囲内であるなどバッテリパックを再接続すること
ができる場合、本方法はステップ１９０を継続する。ステップ１９０では、トラクション
電圧ＤＣリンクは事前充電され、バッテリパックは、リレーを閉じることでトラクション
電圧ＤＣリンクに接続される。ステップ２００において、電気補助装置が稼働され、正常
作動が要求される。その後、バッテリパックの遮断を必要とする故障が発生するまで、車
両は正常作動モードで作動し続ける。
【００５１】
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　車両の電圧制御モードでの作動時に特定の故障を処理する方法の例を図３に示す。ここ
では、トラクション電圧が高過ぎる故障を図示している。パワーエレクトロニクス制御装
置、ＤＣ／ＤＣコンバータ、およびその他の電気補助装置の自発的な無効化につながる、
高電圧による故障が発生したことの様々な理由がある。これらの装置が無効化され、故障
の原因が消失した場合、パワーエレクトロニクス制御装置、ＤＣ／ＤＣコンバータ、およ
びその他の電気補助装置を再度有効化するのは可能である。この故障処理は、電圧制御の
間に装置動作使用時間の向上を目的とする。
【００５２】
　ステップ３００において本方法が開始し、この例では車両はステップ３１０の電圧制御
モードで作動している。
【００５３】
　ステップ３２０において、制御装置は、ＤＣリンクのトラクション電圧が高過ぎるかど
うか確認する。トラクション電圧が正常な場合、つまり所定の設定値より低いなら、車両
は電圧制御モードで作動し続ける。トラクション電圧が高過ぎる場合、本方法は、電気推
進装置および電気補助装置が停止されるステップ３３０を継続する。
【００５４】
　ステップ３４０において、制御装置は、ＤＣリンクのトラクション電圧が依然として高
過ぎるか確認する。トラクション電圧が、所定の設定値より低いなら、電圧は正常とみな
され、本方法は、電気推進装置および電気補助装置が再び有効化されるステップ３５０を
継続する。その後、車両は電圧制御モードで作動し続ける。トラクション電圧が所定の所
定値を上回るなら、電気推進装置および電気補助装置の停止が継続される。
【００５５】
　別の特定の故障における、変速時または車両始動時のトラクション電圧の遮断を処理す
る方法を図４に示す。変速機がカウンタシャフトブレーキを使用しない自動化マニュアル
トランスミッション（ＡＭＴ）の形式の場合、スタートギアの噛み合いおよびアップシフ
トギア同期化の噛み合いを向上するため、電圧制御モードにより、変速機の内側のシャフ
トへブレーキトルクを提供することができる。電気機械は、発電機として機能するととも
に、トラクション電圧を維持するのに役立つ可能性のあるブレーキトルクを提供する。こ
のブレーキトルクは、取り除かれたカウンタシャフトブレーキの多少の代替となり得る。
トラクション電圧ＤＣリンクから電力供給されるエアコンプレッサが継続して作動しない
のが、発生する可能性のある問題の一つである。
【００５６】
　ステップ４００において本方法が開始し、この例では車両はステップ４１０の電圧制御
モードで作動している。
【００５７】
　ステップ４２０において、制御装置は、変速が行われているかどうか、もしくはギアが
低車速で係合しているかを確認する。変速が行われていない、もしくはギアが低車速で係
合していない場合、制御装置は、ステップ４１０の電圧制御モードでの作動を継続するか
、もしくは制御装置は、ステップ３２０にあるようにトラクション電圧の過電圧など他の
故障がないか確認する場合がある。
【００５８】
　変速が行われている、またはギアが低車速で係合している場合、ステップ４３０におい
て電圧制御モードは一時的に中断される。
【００５９】
　ステップ４４０において、制御装置は、いまだ変速が行われているかどうか、もしくは
車両の始動が完了しているかどうかを確認する。もはや変速が行われていない、もしくは
車両の始動が完了していない場合、一時的に電圧制御モードの停止が継続され、制御装置
はこれを確認し続ける。変速または車両の始動が完了していれば、制御装置は、ステップ
４１０の電圧制御モードで作動し続ける。
【００６０】
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　電圧制御を使用する本発明の方法にはいくつかの利点がある。バッテリパックをトラク
ション電圧ＤＣリンクに接続していない状態で、トラクション電圧は、パワートレインコ
ンポーネントから、つまり発電機として作用する電気機械から発生するので、バッテリパ
ックが機能していなくても車両を駆動することができることが、利点の一つである。車両
の低温での始動時にバッテリ温度が低過ぎる場合が一例として挙げられる。上述の電圧制
御で、バッテリパックをトラクション電圧ＤＣリンクに接続しない状態で、車両を始動さ
せ駆動を継続することができる。バッテリパックは走行中に加熱され、十分に温まるとト
ラクション電圧ＤＣリンクに接続することができる。このように、パワートレインは、ト
ラクションバッテリパック無しで作動可能であり、これにより電圧制御によって堅牢性が
向上し、さらにトラクションバッテリパックでの故障発生時に車両が徐行する可能性が増
加する。
【００６１】
　一例においては、電力がバッテリパックによってトラクション電圧ＤＣリンクから供給
される場合、車両は、モータとしての電気機械を使用することで電気のみで走行している
。このような状況は、例えば、車両が都市部の環境ゾーンにおいて駆動される際に生じて
もよい。電気補助装置は、トラクション電圧ＤＣリンクからも電力供給される。例えば放
電または故障が原因でバッテリパックの電圧が降下する場合、制御装置は、バッテリパッ
クの遮断を要求する信号を受信する。その信号が受信されると、機関の始動が要求され、
車両を機関によってのみ駆動し、発電機として使用される電気機械によって電気補助装置
に電力を供給するよう要求される。このように、始動モータまたは車両の移動推進力を使
用するロールスタートのいずれかによって機関が始動する。それと同時に、電気補助装置
が停止され、かつリレーを開くことでバッテリパックが遮断される。バッテリパックの遮
断状態時、パワーエレクトロニクス装置は、トラクション電圧ＤＣリンクの電圧を所定電
圧レベルまで調整しながら、電圧制御モードで稼働する。電圧水準が安定すると、電気補
助装置を稼働させ、その作動を再開することができる。
【００６２】
　本発明の別の利点としては、ＥＳＳの事前充電回路で故障が発生した場合、サージ電流
を損なう危険なくＥＳＳ接触器を閉鎖できるよう、電圧制御を使用してトラクション電圧
ＤＣリンクを事前充電することができることが挙げられる。
【００６３】
　さらに本発明の利点としては、変速機がカウンタシャフトブレーキを使用しない自動化
マニュアルトランスミッション（ＡＭＴ）の形式の場合、スタートギアの噛み合いおよび
アップシフトギア同期化の噛み合いを向上するため、電圧制御モードにより、変速機の内
側のシャフトへブレーキトルクを提供することができることが挙げられる。
【００６４】
　本発明は、上記に記載されている実施形態に限定されることはなく、後続の特許請求の
範囲内で更に変更形態および修正を多数加えてもよい。
【符号の説明】
【００６５】
１：　車両
２：　燃焼機関
３：　電気機械
４：　バッテリ
５：　パワーエレクトロニクス制御装置
６：　電気補助装置
７：　トラクション電圧ＤＣリンク
８：　リレー
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